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１．はじめに 

 

○計画の位置づけと目的 

 本計画は、住生活基本法の制定により策定された「北海道住生活基本計画」を踏まえ

て、幕別町の住宅施策の基本的な方向をとりまとめたものである。  

 幕別町においては、平成 24 年度に当初の「幕別町住生活基本計画」を策定し、総合

的な住宅政策を推進してきたところである。その後、国や北海道の住生活基本計画の見

直しや、「第 6 期幕別町総合計画」、「幕別町人口ビジョン（平成 28 年 1 月策定）」また

「幕別町まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 28 年 1 月策定、平成 29 年 3 月改定）」

などの上位計画の策定・改定等を受けて、町の住宅を取り巻く環境変化に対応すべく、

新たな計画として策定するものである。 

 なお、本計画は、幕別町の住宅・住環境の全体を対象とし、地域の住宅事情や課題を

踏まえ、今後、住宅施策として必要となる取り組みについての基本となる計画であり、

幕別町の住宅施策の推進に資することを目的とするものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○計画の期間 

 本計画は、平成 30 年度から平成 39 年度までの 10 年間を計画期間とし、計画期間内

においても幕別町を巡る社会・経済情勢の変化等に応じて、必要な場合は見直しを行う

ものとする。 

「住生活基本法」（H18.6） 
（ねらい：住宅困窮者への対応、健全な住宅市場の整備、住生活の「質」の向上、等） 

 

 
都道府県による「住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画」
の必要（法第 17 条 1 項） 

「北海道住生活基本計画」 
（Ｈ19.2 策定 H29.3 改定） 

「幕別町住生活基本計画」 

（幕別町の住宅施策の基本となる計画） 

「第 6 期幕別町総合計画」・「幕
別町人口ビジョン」・「幕別町
まち・ひと・しごと創生総合
戦略」等の上位・関連計画 

「幕別町公営住宅等長寿命化計画（改定）」など、住

宅関連施策の推進に向けた展開方向・指針 

図 幕別町住生活基本計画の位置づけ 

「住生活基本計画（全国計画）」 
（Ｈ18.9 策定、H28.3 改定） 

政府による「国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画」の必
要（法第 15 条 1 項） 

「幕別町住生活基本計画」当初計画 
（H25.3 策定） 
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２．幕別町の概要 

 

（１）位置・産業構造 

 

①位置など 

幕別町は、北に十勝川、西に札内川、中央部を猿別川、そして南に当縁川が流れ、

西方に日高山脈を一望できる平地や段丘が広がる十勝平野のほぼ中央部に位置して

いる。気候については、亜寒帯に属する内陸性気候で、夏冬の気温差が大きく四季

に富んだ気候となっている。 

幕別町は、幕別地域と南部の忠類地域から構成されており、幕別地域は、幕別市

街地とその周辺の郊外地からなる中央幕別地区、札内市街地とその周辺の郊外地か

らなる西幕別地区及び南幕別地区からなっている。 

 

周辺の主要都市である帯広市とのアクセスに関して、札内市街地は帯広市と札内

川を挟み隣接しており、また、幕別市街地については、帯広市から約 15km（国道 38

号経由で約 20 分）、忠類市街地からは、同約 50km（国道 236 号経由で約 1 時間）の

距離にある。特に札内市街地についてはその立地条件より、帯広市と密接に連携し

ている。なお、近年は、帯広・広尾自動車道－忠類ＩＣの供用により忠類市街地の

交通利便性が高まりをみせている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 幕別町の位置 
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②地域・地区構成 

幕別町は、平成 18 年 2 月 6 日に幕別町と忠類村が合併し、現在の町域となってい

る。町域は、幕別地域（幕別中央地区、西幕別地区、南幕別地区）と忠類地域から

構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別地域 
西幕別地区 

幕別地域 
中央幕別地区 

幕別地域 
南幕別地区 

忠類地域 

図 地域・地区構成 
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③産業構造 

幕別町全体の産業別就業者人口をみると、平成 7 年には第１次産業が 2 割を超え

ていたが、平成 12 年には 2 割以下に減少している。 

平成 27 年の各地域の状況をみると、幕別地域では 3 次産業が約 7 割と 3 次産業

が中心となっているが、忠類地域では、1 次産業が 4 割を超えている状況となって

いる。 

 

表 産業別 15 歳以上就業者数の推移         （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 
※合計には分類不能を含まない  

資料：国勢調査 

 

 

 

図 産業別 15 歳以上就業者割合の推移（幕別町全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

  

注：パーセント表示は、四捨五入しているため、 
合計が 100 パーセントにならない場合がある（以下同様）。 

22.1%

19.0%

18.2%

18.1%

16.2%

24.0%

23.3%

19.7%

18.5%

17.1%

53.9%

57.7%

62.1%

63.4%

66.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

第１次産業 幕別地域 2,371 2,110 2,013 1,917 1,765

忠類地域 468 448 395 371 339

合計 2,839 2,558 2,408 2,288 2,104

第２次産業 幕別地域 2,951 3,025 2,527 2,259 2,121

忠類地域 126 108 82 83 98

合計 3,077 3,133 2,609 2,342 2,219

第３次産業 幕別地域 6,459 7,313 7,758 7,607 8,285

忠類地域 466 450 457 405 398

合計 6,925 7,763 8,215 8,012 8,683
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図 産業別 15 歳以上就業者割合の推移（幕別地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

図 産業別 15 歳以上就業者割合の推移（忠類地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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19.2%

17.4%

54.8%

58.7%

63.1%

64.6%

68.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

44.2%

44.5%

42.3%

43.2%

40.6%

11.9%

10.7%

8.8%

9.7%

11.7%

44.0%

44.7%

48.9%

47.1%

47.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

第１次産業 第２次産業 第３次産業
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（２）人口・世帯数 

 

①総人口及び総世帯数の推移 

幕別町の総人口は、平成 27 年の国勢調査結果で 26,760 人となっている。 

人口の推移をみると、平成 7年の 24,240人から平成 27年までの 20年間で約 2,500

人増加し、平成 7 年の 1.1 倍となっている。 

町の総世帯数は、平成 27 年の国勢調査結果で 10,944 世帯となっている。 

人口と同様に総世帯数も、平成 7 年の 8,146 世帯から平成 27 年までの 20 年間に

約 2,800 世帯の増加がみられる。 

地域・地区別の人口の推移をみると、人口増加がみられるのは札内市街地を含む

西幕別地区のみであり、一方、他の地域や地区においては人口は減少傾向にある。 

 

 

 

表 人口の推移                        （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

表 世帯数の推移                      （単位：世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

幕別地域 中央幕別地区 幕別市街地 5,184 4,789 4,460 4,191 3,881

郊外地 1,795 1,594 1,489 1,367 1,226

合計 6,979 6,383 5,949 5,558 5,107

西幕別地区 札内市街地 12,888 15,569 16,813 17,219 18,215

郊外地 1,427 1,354 1,481 1,388 1,218

合計 14,315 16,923 18,294 18,607 19,433

1,075 970 840 764 689

22,369 24,276 25,083 24,929 25,229

忠類地域 1,871 1,804 1,785 1,618 1,531

24,240 26,080 26,868 26,547 26,760

地区

南幕別地区

合計

合計

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

幕別地域 中央幕別地区 幕別市街地 1,869 1,865 1,838 1,779 1,747

郊外地 524 488 481 478 454

合計 2,393 2,353 2,319 2,257 2,201

西幕別地区 札内市街地 4,479 5,701 6,452 6,796 7,453

郊外地 351 345 391 385 379

合計 4,830 6,046 6,843 7,181 7,832

274 261 250 224 217

7,497 8,660 9,412 9,662 10,250

忠類地域 649 682 714 697 694

8,146 9,342 10,126 10,359 10,944

合計

合計

地区

南幕別地区
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図 総人口と総世帯数の推移（幕別町全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

図 総人口と総世帯数の推移（中央幕別地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

図 総人口と総世帯数の推移（西幕別地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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図 総人口と総世帯数の推移（南幕別地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

図 総人口と総世帯数の推移（忠類地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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②年齢別人口割合の推移 

 幕別町の年齢別人口の推移をみると、高齢者人口割合の増加が顕著であり、平成

27 年においては 30％となっている状況である。 

 人口の高齢化は、幕別・忠類の両地域とも進んでおり、特に忠類地域においては、

高齢化率が 36％と高い状況である。 

 

 

表 年齢別人口の推移                 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合計には不詳を含まず 

資料：国勢調査 

 

 

図 年齢別人口割合の推移（幕別町全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

  

地区 区分 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
北海道

（平成27年）

幕別地域 15歳未満 3,932 3,970 3,851 3,514 3,358

15～64歳 14,870 15,785 15,660 15,045 14,377

65歳以上 3,567 4,498 5,572 6,366 7,474

合計 22,369 24,253 25,083 24,925 25,209

忠類地域 15歳未満 273 230 235 217 184

15～64歳 1,179 1,120 1,053 900 796

65歳以上 419 454 497 501 551

合計 1,871 1,804 1,785 1,618 1,531

幕別町全体 15歳未満 4,205 4,200 4,086 3,731 3,542 608,296

15～64歳 16,049 16,905 16,713 15,945 15,173 3,190,804

65歳以上 3,986 4,952 6,069 6,867 8,025 1,558,387

合計 24,240 26,057 26,868 26,543 26,740 5,357,487

17.3% 16.1% 15.2% 14.1% 13.2% 11.4%

66.2% 64.9% 62.2% 60.1% 56.7% 59.6%

16.4% 19.0% 22.6% 25.9% 30.0% 29.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 北海道

（平成27年）

15歳未満 15～64歳 65歳以上
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図 年齢別人口割合の推移（幕別地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

図 年齢別人口割合の推移（忠類地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

17.6% 16.4% 15.4% 14.1% 13.3%

66.5% 65.1% 62.4% 60.4% 57.0%

15.9% 18.5% 22.2% 25.5% 29.6%
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100%
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15歳未満 15～64歳 65歳以上
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平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

15歳未満 15～64歳 65歳以上
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３．幕別町の住宅事情 

 

（１）住宅等の現状 

 

①住宅の所有状況 

幕別町全体において、平成 27 年の住宅所有形態別の割合をみると、持ち家約 72%、

公営借家等約 10％、民営借家約 15％、給与住宅約 2％となっており、平成 7 年と比

較すると、民営借家率において増加がみられる。 

また、全道値と比較すると、持ち家と公営借家等の比率が高く、民営借家の比率

が低くなっている。 

平成 27 年の各所有形態割合を地域・地区ごとに比較すると、札内市街地を含む西

幕別地区では民営借家の割合が高く、一方忠類地域では、公営借家等の割合が高い

など、それぞれ異なる傾向にある。 

 

 

表 住宅に住む一般世帯数の推移（住宅所有関係別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

表 住宅に住む一般世帯数（住宅所有関係別・平成 27 年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 

世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比

幕別地域 住宅に住む一般世帯 7,414 100.0% 8,564 100.0% 9,367 100.0% 9,576 100.0% 10,156 100.0%

　 持ち家 5,239 70.7% 6,149 71.8% 6,638 70.9% 6,953 72.6% 7,380 72.7%

　 公営借家等 821 11.1% 877 10.2% 898 9.6% 851 8.9% 892 8.8%

　 民営借家 945 12.7% 1,163 13.6% 1,430 15.3% 1,507 15.7% 1,635 16.1%

　 給与住宅 330 4.5% 274 3.2% 237 2.5% 175 1.8% 137 1.3%

　 間借り 79 1.1% 101 1.2% 164 1.8% 90 0.9% 112 1.1%

忠類地域 住宅に住む一般世帯 643 100.0% 669 100.0% 713 100.0% 695 100.0% 686 100.0%

　 持ち家 426 66.3% 439 65.6% 443 62.1% 438 63.0% 432 63.0%

　 公営借家等 192 29.9% 201 30.0% 220 30.9% 188 27.1% 186 27.1%

　 民営借家 12 1.9% 7 1.0% 7 1.0% 14 2.0% 24 3.5%

　 給与住宅 13 2.0% 20 3.0% 38 5.3% 52 7.5% 38 5.5%

　 間借り 0 0.0% 2 0.3% 5 0.7% 3 0.4% 6 0.9%

幕別町全体 住宅に住む一般世帯 8,057 100.0% 9,233 100.0% 10,080 100.0% 10,271 100.0% 10,842 100.0%

　 持ち家 5,665 70.3% 6,588 71.4% 7,081 70.2% 7,391 72.0% 7,812 72.1%

　 公営借家等 1,013 12.6% 1,078 11.7% 1,118 11.1% 1,039 10.1% 1,078 9.9%

　 民営借家 957 11.9% 1,170 12.7% 1,437 14.3% 1,521 14.8% 1,659 15.3%

　 給与住宅 343 4.3% 294 3.2% 275 2.7% 227 2.2% 175 1.6%

　 間借り 79 1.0% 103 1.1% 169 1.7% 93 0.9% 118 1.1%

平成27年

地区

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比
世帯数
（世帯）

構成比

住宅に住む一般世帯 1,733 100.0% 436 100.0% 2,169 100.0% 7,402 100.0% 369 100.0% 7,771 100.0% 216 100.0% 10,156 100.0% 686 100.0% 10,842 100.0% 2,405,761 100.0%

　 持ち家 1,269 73.2% 406 93.1% 1,675 77.2% 5,184 70.0% 336 91.1% 5,520 71.0% 185 85.6% 7,380 72.7% 432 63.0% 7,812 72.1% 1,365,338 56.8%

　 公営借家等 250 14.4% 4 0.9% 254 11.7% 624 8.4% 3 0.8% 627 8.1% 11 5.1% 892 8.8% 186 27.1% 1,078 9.9% 166,252 6.9%

　 民営借家 150 8.7% 12 2.8% 162 7.5% 1,455 19.7% 15 4.1% 1,470 18.9% 3 1.4% 1,635 16.1% 24 3.5% 1,659 15.3% 762,401 31.7%

　 給与住宅 40 2.3% 8 1.8% 48 2.2% 62 0.8% 13 3.5% 75 1.0% 14 6.5% 137 1.3% 38 5.5% 175 1.6% 80,805 3.4%

　 間借り 24 1.4% 6 1.4% 30 1.4% 77 1.0% 2 0.5% 79 1.0% 3 1.4% 112 1.1% 6 0.9% 118 1.1% 30,965 1.3%

忠類地域 幕別町全体 北海道

　　中央幕別地区 　　西幕別地区 南幕別地区

合計 合計
区分

　　幕別地域

幕別市街地 郊外地 合計 札内市街地 郊外地 合計 合計
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図 住宅に住む一般世帯（住宅所有関係別・平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

②民間住宅の新設状況 

 幕別町内における最近の住宅着工戸数は以下のようになっている。  

 長屋建や共同住宅においては、年度によりばらつきがみられるが、戸建住宅にお

いては、近年 100 棟前後で推移している。  

 
 

 

③空き家戸数の推移 

 幕別町内における近年の空き家戸数の状況は以下のようになっており、増加の傾

向にある。  

 

表 空き家戸数の推移 

 

 

 
 

資料：住宅・土地統計調査 

表　住宅着工件数の推移

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

一戸建 124 112 128 163 129 153 139 99 107 138

長屋建 26 9 2 44 26 5 14 18 2 0

共同 0 66 6 20 22 24 4 36 0 26

合計 150 187 136 227 177 182 157 153 109 164

区分
年　度

(単位：戸)

資料：幕別町調べ

77.2%

71.0%

85.6%

63.0%

72.1%

56.8%

11.7%

8.1%

5.1%

27.1%

9.9%

6.9%

7.5%

18.9%

1.4%

3.5%

15.3%

31.7%

2.2%

1.0%

6.5%

5.5%

1.6%

3.4%

1.4%

1.0%

1.4%

0.9%

1.1%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央幕別地区

西幕別地区

南幕別地区

忠類地域

幕別町全体

北海道

持ち家 公営借家等 民営借家 給与住宅 間借り

（単位：戸）

H20 H25

空き家総数 1,180 1,270

区分
年
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④高齢者世帯の居住状況 

平成 27 年の 65 歳以上の高齢者のいる一般世帯の住宅は、持ち家が約 86％で最も

多く、次いで公営借家等が約 9%、民営借家が約 4%となっている。 

平成 27 年の全道値と比較すると、幕別町では、持ち家に居住する高齢者の割合が

高く、一方では民営借家の割合が低くなっている。 

単身高齢者の居住状況をみると、公的借家等に居住する単身高齢者の割合が約 2

割と、持ち家（約 73％）に次いで高くなっている。 

 

 

表 ６５歳以上の親族のいる一般世帯の所有関係別世帯数（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

図 ６５歳以上の親族のいる一般世帯の所有関係別世帯割合（平成 27 年） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

世帯数
（世帯）

割合
世帯数
（世帯）

割合

住宅に住む一般世帯 4,967 100.0% 1,242 100.0% 993,896 100.0% 317,280 100.0%
持ち家 4,289 86.3% 900 72.5% 767,500 77.2% 191,951 60.5%
公営借家等 420 8.5% 221 17.8% 83,423 8.4% 43,675 13.8%
民営借家 215 4.3% 92 7.4% 130,405 13.1% 74,804 23.6%
給与住宅 5 0.1% 2 0.2% 3,222 0.3% 951 0.3%
間借り 38 0.8% 27 2.2% 9,346 0.9% 5,899 1.9%

区分

幕別町 北海道

世帯数
（世帯）

割合
うち単身

世帯数
（世帯）

割合
うち単身

持ち家 86.3%

公営借家等 8.5%

民営借家 4.3%

給与住宅 0.1%
間借り 0.8%

【高齢者全体（幕別町）】

持ち家 72.5%

公営借家等 17.8%

民営借家 7.4%

給与住宅 0.2% 間借り 2.2%

【単身高齢者（幕別町）】
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（２）公営住宅等の現状 

 

 幕別町の公営住宅等は、平成 29 年 3 月末現在で 172 棟 876 戸となっている。 

 住宅の管理区分別では、公営住宅は 149 棟 799 戸、特定公共賃貸住宅は 15 棟 57 戸、

町単独住宅は 8 棟 20 戸となっている。 

 一方、幕別町内にある道営住宅は、4 団地（293 戸）であり、全て公営住宅となっ

ている。 

 

 

①管理区分別戸数 

 幕別町の公営住宅等のうち、公営住宅が 799 戸（91.2％）と最も高く、特定公共

賃貸住宅が 57 戸（6.5％）、町営住宅が 20 戸（2.3％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：幕別町調べ 

 

②構造別戸数 

 構造別戸数では、耐火構造が 362 戸（41.3％）と最も多く、次いで簡易耐火構造

平家建（簡平）が 264 戸（30.1％）、準耐火構造（準耐）が 122 戸（13.9％）、簡易

耐火構造二階建（簡二）が 98 戸（11.2％）、木造平家（木平）が 30 戸（3.4％）と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：幕別町調べ 

 

  

30戸 264戸 98戸 122戸 362戸

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【構造別戸数】

木平 簡平 簡二 準耐火 耐火

799戸 57戸 20戸

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【管理区分別戸数】

公営住宅 特定公共賃貸住宅 その他の町営住宅

注：耐火構造   主要構造部が耐火構造であるなど、一定の耐火性能を有するもの。 
準耐火構造  耐火構造に準ずる耐火性能を有するもの。公営住宅法施行令等の改

正（平成 5 年）以降の構造区分。  
簡易耐火構造 公営住宅法施行令等の改正（平成 5 年）以前の公営住宅の構造区分。

概ね現在の準耐火構造と同じ。 

図 管理区分別戸数 

図 構造別戸数 
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③タイプ別戸数 

 タイプ別戸数では、３ＬＤＫが 317 戸（36.2％）と最も多く、２ＬＤＫが 186 戸

（21.2％）、３ＤＫが 159 戸（18.2％）、２ＤＫが 125 戸（14.3％）、１ＤＫが 47 戸

（5.4％）、１ＬＤＫが 40 戸（4.6％）、４ＤＫが 2 戸（0.2％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：幕別町調べ 

 

 

 

 

 

④老朽化の状況 

 現在、公営住宅等において耐用年限を経過している住戸は約 3 割、また、耐用年

限の１／２を経過している住戸も約 3 割であり、あわせて全体の約 6 割を占めてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：幕別町調べ 

47戸 40戸 125戸 186戸 159戸 317戸 2戸

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【タイプ別戸数】

1DK 1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK

図 タイプ別戸数 

※構造別の耐用年限  木平・簡平：30 年 簡二・準耐火：45 年 耐火：70 年 

244戸 252戸 380戸

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【耐用年限等の状況（戸数）】

耐用年限経過 耐用年限1/2経過 その他

図 耐用年限等（戸数） 
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⑤空家戸数 

 空家の状況は以下の表のようになっており、全体では政策空家を除く空家率は 1

割以下となっている。 

 

表 団地別空家概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：幕別町調べ  

1 4 3 1 25%

2 12 12 0 0%

3 20 17 3 15%

5 18 0 18 18 0%

2 16 14 2 13%

4 16 15 1 1 0%

12 48 44 4 8%

6 24 20 4 17%

2 12 8 4 1 25%

10 26 26 0 0%

2 32 30 2 6%

3 36 35 1 3%

2 8 3 5 63%

4 16 15 1 6%

5 30 28 2 7%

5 30 26 4 13%

6 112 101 11 11 0%

5 20 17 3 15%

4 126 118 8 6%

8 32 15 17 17 0%

2 8 8 0 0%

18 62 56 6 1 8%

23 46 45 1 2%

9 27 24 3 11%

4 8 8 0 0%

2 10 9 1 10%

149 799 697 102 49 7%

うち、幕別本町地区の合計 52 264 224 40 20 8%

うち、札内地区の合計 41 382 331 51 28 6%

うち、忠類地区の合計 56 153 142 11 1 7%

3 24 20 4 17%

4 8 7 1 13%

3 15 15 0 0%

3 6 5 1 17%

2 4 4 0 0%

15 57 51 6 0 11%

3 6 6 0 0%

1 6 5 1 17%

4 8 8 0 0%

8 20 19 1 0 5%

172 876 767 109 49 7%
※「千住」は、札内地区に計上

合計

特定公共
賃貸住宅

その他の
町営住宅

公営住宅

団地名

メゾンあけぼの

緑町南２

糠内

合計

栄町

せせらぎ

メゾンせせらぎ

メゾンさいわい

緑町

合計

忠類せせらぎ

管理
戸数

居住状況（H29.3末）

入居
戸数

空家
戸数

（うち
政策
空家）

空家率

（政策空家

を除く）

忠類栄町

忠類あけぼの

忠類白銀町

春日東（新）

棟数

本町１

新緑町２

新緑町南

新緑町東

新緑町西

緑町３

合計

南町新

南町旧

寿町

本町２

桂町

桂町東

千住

旭町東

旭町西

春日東（旧）

泉町

泉町東

あかしや南

桂町２

忠類あおぞら
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⑥世帯人員 

 入居者の世帯人員を見ると、町全体に比較して規模の小さい世帯が多く、うち、

単身世帯割合が大きくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公営住宅等～幕別町調べ（H29.3 末） 

全町～国勢調査（平成 27 年） 

 

 

⑦高齢者世帯 

 世帯主が 60 歳以上の高齢者世帯割合を見ると、全体の約 41％となっており、高

齢化が進行している状況である。 

 また、高齢者世帯のうちの約 64％（202 世帯）は単身世帯となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：幕別町調べ（H29.3 末） 

 

⑧収入超過世帯の状況 

 収入超過者は 61 世帯であり、公営住宅入居者の 9％程度となっている。 

 

314世帯 453世帯

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【高齢者世帯の状況】

高齢者世帯 その他の世帯

319世帯

2,742世帯

253世帯

4,036世帯

96世帯

2,103世帯

99世帯

2,037世帯

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公営住宅等

全町

【世帯人数別世帯数】

単身 2人 3人 4人以上

図 世帯人数別世帯数 

図 高齢者世帯の状況 
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表 幕別町の公営住宅等の状況 

入居世帯の状況（戸）

木造 簡平 簡二 準耐 耐火
1/2
経過

耐用
経過

1Ｆ 2Ｆ 3Ｆ 4Ｆ 1ＤＫ 1ＬＤＫ 2ＤＫ 2ＬＤＫ 3ＤＫ 3ＬＤＫ 4ＤＫ 合計 一般 政策 摘要
1人
世帯

2人
世帯

3人
世帯

4人
世帯

5人

世帯
以上

うち高
齢者世

帯（60
歳以

上）

うち

単身
高齢

者

幕別本町 本町１ 1 4 H15 4 2 2 4 3 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0

幕別本町 本町２ 2 12 H16 12 6 6 12 12 0 12 3 8 1 0 0 9 3

幕別本町 寿町 3 20 S61、62 20 20 10 10 20 17 3 3 17 4 2 5 3 3 3 3

幕別本町 南町旧 5 18 S39 18 18 18 18 0 18 18 政策空き家 0 0 0 0 0 0

幕別本町 南町新 2 16 H10 16 8 8 8 8 14 2 2 14 6 3 3 1 1 4 3

幕別本町 緑町３ 4 16 S46、47 16 16 16 12 4 15 1 1 政策空き家 15 10 5 0 0 0 12 10

幕別本町 新緑町西 12 48 S52～55 48 48 48 34 12 2 44 4 4 44 12 18 8 3 3 18 10

幕別本町 新緑町東 6 24 S56～58 24 24 24 24 20 4 4 20 4 7 6 0 3 6 2

幕別本町 新緑町南 2 12 S59、60 12 12 6 6 12 8 4 3 1 政策空き家 8 1 2 4 0 1 1 1

幕別本町 新緑町２ 10 26 H11、12 26 26 6 10 10 26 0 26 7 11 5 3 0 13 7

幕別本町 旭町西 2 32 Ｈ13、14 32 16 16 4 24 4 30 2 2 30 11 15 1 3 0 19 10

幕別本町 旭町東 3 36 Ｈ17～19 36 18 18 30 6 35 1 1 35 11 19 1 3 1 21 11

千住 千住 2 8 Ｓ43 8 8 8 6 2 3 5 5 3 3 0 0 0 2 2

札内 桂町東 4 16 S46､S47 16 16 16 16 15 1 1 15 9 6 0 0 0 13 7 全面的改善済み

札内 桂町 5 30 S55～59 30 30 15 15 30 28 2 2 28 6 10 7 3 2 9 5

札内 桂町２ 5 30 S57～59 30 30 15 15 30 26 4 4 26 3 10 6 5 2 4 0

札内 あかしや南 6 112 S51～56 112 112 28 28 28 28 96 16 101 11 11 政策空き家 101 41 34 9 15 2 43 31

札内 泉町東 5 20 S47 20 20 20 15 5 17 3 3 17 10 4 2 1 0 12 8

札内 泉町 4 126 Ｈ5～9 126 42 42 42 57 69 118 8 8 118 37 41 18 16 6 44 32

札内 春日東（旧） 8 32 Ｓ48 32 32 32 24 8 15 17 17 政策空き家 15 9 5 1 0 0 11 8 建替事業中

札内 春日東（新） 2 8 H28 8 8 6 2 8 0 8 5 2 0 1 5 3

忠類 忠類白銀町 18 62 S46～60 62 62 62 30 12 10 10 56 6 5 1 政策空き家 56 34 20 2 0 29 21
S47建設16戸
全面的改善済み

忠類 忠類あけぼの 23 46 Ｈ2～7 20 26 20 46 12 34 45 1 1 45 9 17 12 5 2 10 6

忠類 忠類栄町 9 27 H11～13 27 27 16 11 24 3 3 24 18 5 1 0 0 18 14

忠類 忠類あおぞら 4 8 Ｈ14 8 8 8 8 0 8 0 1 2 1 4 0 0

忠類 忠類せせらぎ 2 10 Ｈ13 10 10 10 9 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0

－ 小計 149 799 - 8 264 92 97 338 224 244 535 166 70 28 0 32 125 186 159 295 2 697 102 53 49 697 263 246 95 62 31 307 197

幕別本町 緑町 3 24 Ｈ7、9 24 8 8 8 24 20 4 4 20 20 0 0 0 0 0 0

忠類 メゾンさいわい 4 8 Ｈ6 8 8 8 8 7 1 1 7 7 0 0 0 0 0 0

忠類 メゾンせせらぎ 3 15 Ｈ8、9 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0

忠類 せせらぎ 3 6 Ｈ8、9 6 6 6 5 1 1 5 0 2 1 1 1 1 0

忠類 栄町 2 4 Ｈ12 4 4 4 4 4 0 2 2 0 0 0

－ 小計 15 57 - 8 0 0 25 24 8 0 41 8 8 0 47 0 0 0 0 10 0 51 6 6 0 51 42 4 1 3 1 1 0

糠内 糠内 3 6 H6、8、13 6 6 6 6 6 6 2 2 1 1 3 2

幕別本町 緑町南２ 1 6 S59 6 6 3 3 6 5 1 1 5 4 1 0 0 0 3 3

忠類 メゾンあけぼの 4 8 Ｈ3 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0

－ 小計 8 20 - 14 0 6 0 0 20 0 17 3 0 0 0 8 0 0 0 12 0 19 1 1 0 19 14 3 0 1 1 6 5

- － 合計 172 876 - 30 264 98 122 362 252 244 593 177 78 28 47 40 125 186 159 317 2 767 109 60 49 767 319 253 96 66 33 314 202

※構造別の耐用年限　　木平・簡平：30年　簡二・準耐火：45年　耐火：70年

棟数
団地名

空き家戸数
老朽化状況

（戸）
構造（戸）

入居
戸数

管理
戸数

建設年度

H29.3末

町
単

独

地区
管理

区分

公
営

特
公

賃

階数別（戸） 間取り別（戸）

備考入居
戸数
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図 公営住宅等位置（全町） 
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図 公営住宅等位置（幕別本町地区） 
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図 公営住宅等位置（札内地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公営住宅等位置（忠類地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※道営あおば 
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４．上位・関連計画などのまとめ 

 

（１）上位計画 

 

①住生活基本計画（全国計画） 

 「住生活基本計画（全国計画）」は、住生活基本法第15条第1項に規定する国民の

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として位置づけられ、平成

28年3月に策定された。（計画期間：平成28年度から平成37年度までの10年間） 

 以下に、8つの目標と基本的な施策の概要について記載する。 

 

【居住者からの視点】 

●目標１ 結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住環境の実

現 

１）結婚・出産を希望する若年世帯や子育て世帯が望む住宅を選択・確保できる環境

を整備 

２）子どもを産み育てたいという思いを実現できる環境を整備し、希望出生率 1.8 の

実現につなげる 

＜基本的な施策＞ 

a．結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が、必要とする質や広さの住宅（民

間賃貸、公的賃貸、持家）に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援

を実施 

子育て向けリフォーム等による民間賃貸住宅の活用／優先入居等による公

的賃貸住宅への入居の支援／良質で魅力的な既存住宅の流通を促進するこ

と等による持家の取得支援 

b．世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進 

c．住まいの近くへの子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを

育む環境の整備を推進 

 

●目標２ 高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現 

１）高齢者が安全に安心して生涯を送ることができるための住宅の改善・供給 

２）高齢者が望む地域で住宅を確保し、日常生活圏において、介護・医療サービスや

生活支援サービスが利用できる居住環境を実現 

＜基本的な施策＞ 

a．住宅のバリアフリー化やヒートショック対策を推進するとともに、高齢者の身

体機能や認知機能、介護・福祉サービス等の状況を考慮した部屋の配置や設備

等高齢者向けの住まいや多様な住宅関連サービスのあり方を示した「新たな高

齢者向け住宅のガイドライン」を検討・創設 

b．まちづくりと調和し、高齢者の需要に応じたサービス付き高齢者向け住宅等の

供給促進や「生涯活躍のまち」の形成 

c．公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支

援に資する施設等の地域の拠点の形成 

d．公的保証による民間金融機関のバックアップなどによりリバースモーゲージの

普及を図り、高齢者の住み替え等の住生活関連資金の確保 

e．高齢者の住宅資産の活用や住み替えに関する相談体制の充実 

 

●目標３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

住宅を市場において自力で確保することが難しい低額所得者、高齢者、障害者、
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ひとり親・多子世帯等の子育て世帯、生活保護受給者、外国人、ホームレス等（住

宅確保要配慮者）が、安心して暮らせる住宅を確保できる環境を実現 

＜基本的な施策＞ 

a．住宅確保要配慮者の増加に対応するため、空き家の活用を促進するとともに、

民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた、住宅セーフティネット

機能を強化 

b．民間賃貸住宅への住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するため、地方公共団

体、賃貸住宅管理業者、家主、居住支援を行う団体等から構成される居住支援

協議会の設置・活動の支援と、生活困窮者自立支援制度等福祉施策との連携 

c．公営住宅、UR賃貸住宅等の公的賃貸住宅を適切に供給。また、公営住宅の整備・

管理について、地域の実情を踏まえつつ、PPP/PFIも含め、民間事業者の様々な

ノウハウや技術の活用を促進 

d．公的賃貸住宅団地の建替え等の適切な実施と、その機会をとらえた高齢者世帯・

子育て世帯等の支援に資する施設等の地域の拠点の形成による居住環境の再生

の推進 

 

【住宅ストックからの視点】 

●目標４ 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築 

１）「住宅購入でゴール」のいわゆる「住宅すごろく」を超えて、購入した住宅の維持

管理やリフォームの適切な実施により、住宅の価値が低下せず、良質で魅力的な

既存住宅として市場 で評価され、流通することにより、資産として次の世代に承

継されていく新たな流れ（新たな住宅循環システム）を創設 

２）既存住宅を良質で魅力的なものにするためのリフォーム投資の拡大と「資産とし

て価値のある住宅」を活用した住み替え需要の喚起により、多様な居住ニーズに

対応するとともに人口減少時代の住宅市場の新たな牽引力を創出 

＜基本的な施策＞ 

a．既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」の構築。そのための施策を

総合的に実施 

建物状況調査等を活用した品質確保／検査の質の確保・向上／消費者への情

報提供の充実／消費者が住みたい・買いたいと思う既存住宅の魅力の向上／

評価方法の普及・定着 

b．耐震、断熱・省エネルギー、耐久性能等に優れた長期優良住宅等の資産として

承継できる良質で安全な新築住宅の供給 

c．資産としての住宅を担保とした資金調達を行える住宅金融市場の整備・育成 

 

●目標５ 建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新 

１）約 900 万戸ある耐震性を充たさない住宅の建替え、省エネ性を充たさない住宅や

バリアフリー化されていない住宅等のリフォームなどにより、安全で質の高い住

宅ストックに更新 

２）多数の区分所有者の合意形成という特有の難しさを抱える老朽化マンションの建

替え・改修を促進し、耐震性等の安全性や質の向上を図る 

＜基本的な施策＞ 

a．質の高い住宅ストックを将来世代へ承継するため、耐震性を充たさない住宅の

建替え等による更新 

b．耐震化リフォームによる耐震性の向上、長期優良住宅化リフォームによる耐久

性等の向上、省エネリフォームによる省エネ性の向上と適切な維持管理の促進 

c．ヒートショック防止等の健康増進・魅力あるデザイン等の投資意欲が刺激され、

あるいは効果が実感できるようなリフォームの促進 

d．密集市街地における安全を確保するための住宅の建替えやリフォームの促進策

を検討 
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e．民間賃貸住宅の計画的な維持管理を促進するため、必要となる修繕資金が確保

されるための手段を幅広く検討 

f．リフォームに関する消費者の相談体制や消費者が安心してリフォーム事業者を

選択するためのリフォーム事業者団体登録制度の充実・普及 

g．マンションに関しては、総合的な施策を講じることにより、適切な維持管理や

建替え・改修を促進 

再開発事業等を活用した住宅団地の再生／団地型マンションの円滑な建替

えを促進／長期修繕計画及び修繕積立金等の設定 

 

●目標６ 急増する空き家の活用・除却の推進 

１）空き家を賃貸、売却、他用途に活用するとともに、計画的な空き家の解体・撤去

を推進し、空き家の増加を抑制 

２）地方圏においては特に空き家の増加が著しいため、空き家対策を総合的に推進し、

地方創生に貢献 

＜基本的な施策＞ 

a．良質な既存住宅が市場に流通し、空き家増加が抑制される新たな住宅循環シス

テムの構築 

b．空き家を活用した地方移住、二地域居住等の促進 

c．伝統的な日本家屋としての古民家等の再生や他用途活用を促進 

d．介護、福祉、子育て支援施設、宿泊施設等の他用途への転換の促進 

e．定期借家制度、DIY型賃貸借等の多様な賃貸借の形態を活用した既存住宅の活用

促進 

f．空き家の利活用や売却・賃貸に関する相談体制や、空き家の所有者等の情報の

収集・開示方法の充実 

g．防災・衛生・景観等の生活環境に悪影響を及ぼす空き家について、空家等対策

の推進に関する特別措置法などを活用した計画的な解体・撤去を促進 

 

●目標７ 強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長 

１）後継者不足に加え少子化の影響で担い手不足が深刻化する中で、住生活産業の担

い手を確保・育成し、地域経済を活性化するとともに、良質で安全な住宅を供給

できる環境を実現 

２）住生活に関連する新しいビジネスを成長させ、居住者の利便性の向上とともに、

経済成長に貢献 

＜基本的な施策＞ 

a．地域経済を支える地域材を用いた良質な木造住宅の供給促進やそれを担う設計

者や技能者の育成等の生産体制整備 

b．伝統的な技術を確実に承継し発展させるとともに、CLT（直交集成板）等の部材・

工法等の新たな技術開発を推進 

c．既存住宅の維持管理、リフォーム、空き家管理等のいわゆる住宅ストックビジ

ネス※の活性化を推進するとともに、多角化する住生活産業に対応した担い手を

確保し、研修等による育成を強化 

※定期メンテナンス、建物状況調査（インスペクション）、住宅ファイル、空き家巡回サ

ービス、DIYビジネス、BIMデータ等 

d．生活の利便性の向上と新たな市場創出のため、子育て世帯・高齢者世帯など幅

広い世帯のニーズに応える住生活関連の新たなビジネス※市場の創出・拡大を促

進するとともに、住生活産業の海外展開を支援するなど、我が国の住生活産業の

成長を促進 
※家事代行、暮らしのトラブル駆けつけ、防犯・セキュリティ技術、保管クリーニング、
粗大ゴミ搬出、家具移動、食事宅配、ICT対応型住宅、遠隔健康管理、IoT住宅、ロボッ
ト技術等 
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●目標８ 住宅地の魅力の維持・向上 

１）地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて、個々の住宅だけでなく、居住環

境やコミュニティをより豊かなものにすることを目指す 

２）国土強靱化の理念を踏まえ、火災や地震、洪水・内水、津波・高潮、土砂災害等

の自然災 害等に対する防災・減災対策を推進し、居住者の安全性の確保・向上を

促進 

＜基本的な施策＞ 

a．スマートウェルネスシティやコンパクトシティなどのまちづくりと連携しつつ、

福祉拠点の形成や街なか居住を進め、交通・買い物・医療・教育等に関して居住

者の利便性や防犯性を向上させるなど、どの世代も安心して暮らすことができる

居住環境・住宅地の魅力の維持・向上 

b．住宅団地の再生促進と、その機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支援

に資する施設等の地域の拠点の形成による地域コミュニティと利便性の向上を

促進 

c．NPOやまちづくりコーディネーターといった専門家による支援等を通じ、住民に

よって担われる仕組みを充実させるとともに、建築協定や景観協定等を活用した

良好な景観の形成、高齢者や子どもを地域全体で見守ること等ができる豊かなコ

ミュニティの維持・向上を目指す 

d．マンションのコミュニティ活動について、居住者、管理組合、周辺住民、民間

事業者、地方公共団体等の多様な主体により、適切な役割分担の下に、積極的に

行われるよう推進 

e．密集市街地の改善整備や無電柱化の推進、ハザードマップの積極的な情報提供、

タイムラインの整備と訓練等により居住者の災害時の安全性の向上を図る 
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②北海道住生活基本計画 

 「北海道住生活基本計画」は、住生活基本法第17条第1項に規定する都道府県計画

として、平成29年3月に策定された。（計画期間：平成28年度から平成37年度までの

10年間） 

 以下に、計画の構成と、住宅政策の推進方針と住宅施策について抜粋する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■計画の構成 
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■住宅施策の方向性 
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③北海道高齢者居住安定確保計画 

 「北海道高齢者居住安定確保計画」は、高齢者の多様なニーズに対応した住まいと

サービスの提供を目指し、住宅施策と福祉施策が連携して高齢者の住まいに係る施策

を推進することを目的に平成28年3月に策定された。（計画期間：平成27年度から平成

29年度） 

 以下に基本目標と施策の方向性について抜粋する。 

 

■基本目標と施策の方向性 
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④第 6 期幕別町総合計画 

 「第 6 期幕別町総合計画」は、幕別町の持続的な発展のために、町民、地域、行政

が一体となったまちづくりの方向性を示すものとして、町の行政活動の全分野におけ

る最上位に位置付けられる計画であり、現在策定作業が行われている。（計画期間：

平成 30 年度から平成 39 年度までの 10 年間） 

 以下に計画の概要と関連部分について抜粋する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■まちづくりの体系 

■基本計画－施策の方向性 

地域に即した

安心して生活

できる住環境

の整備  

移住・定住施

策の推進  
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⑤幕別町人口ビジョン 

 「幕別町人口ビジョン」は、国において策定された「まち・ひと・しごと創生長期

ビジョン」にもとづいて策定される「幕別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に先

立ち、幕別町の人口の現状を分析し、将来の目指すべき方向の根拠とすることを目的

に平成 28 年 1 月に策定された。（推計目標年次：2060 年（平成 72 年）） 

 以下に推計結果を抜粋する。なお、当ビジョンにおいては地区別の人口の推計も行

われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■将来の総人口の推計 

■各市街地別の将来の総人口の推計 

※黒枠部分（推計 3）が採用値 
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⑥幕別町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 「幕別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、国の「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を受け、人口ビジョンで示した将来人口の展望等を踏まえ、幕別町のまち・

ひと・しごと創生に関する基本的な方向と中期的な施策などについて取りまとめたも

のであり、平成 28 年 1 月に策定された（平成 29 年 3 月に改訂）。（計画期間：平成

27 年度から平成 31 年度までの 5 年間） 

 以下に計画の概要を抜粋する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■基本目標と具体的な施策等 
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（２）関連計画 

 

①幕別町公共施設等総合管理計画 

 「幕別町公共施設等総合管理計画」は、幕別町の公共施設等について中長期的な視

点から計画的に公共施設の総量や配置の適正化を図り、町民に持続可能な行政サービ

スを提供するために、公共施設等の基本的な取組方針を示すことを目的として平成29

年3月に策定された。（計画期間：平成28年度から平成67年度までの40年間） 

 以下に、関連部分を抜粋する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②幕別町都市計画マスタープラン（改訂） 

 「幕別町都市計画マスタープラン（改訂）」は、平成15年10月に策定した「幕別町

都市計画マスタープラン」以降の幕別町を取り巻く社会経済情勢の変化を受け、新た

な都市づくりの方針として平成24年3月に改訂された。（計画期間：平成12年度から平

成32年度） 

 以下に、本計画における概要を抜粋する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■公営住宅等の今後の基本的な方針 

◆目指すべき都市の姿：水とみどりに包まれた 人と文化の交流都市 まくべつ 

 

◆全体構想（市街地の整備方針） 

○住宅地の整備方針 

住宅地の整備にあたっては、区画の大きいゆとりある住宅地の形成を誘導するとともに、周辺環

境との調和や住宅地景観の形成などにも配慮することにより、良質な住宅環境を提供します。 

また、老朽化した町営住宅等は、「公営住宅ストック総合活用計画」（平成20年3月策定）に基

づき、その更新を図り総合的に良質な公的賃貸住宅の供給を図ります。 
 

○地区計画制度等の活用 

地区計画制度を活用し、今後においても良好な市街地の形成に努めます。 

また、各種協定等の導入について検討し、快適で潤いに満ちた良好な居住環境の創出に努めます。 
 

○既成市街地の活性化 

既成市街地においては、商店街の活力低下や、住宅地における空洞化など、地域活力の低下が懸

念されています。 

このため、魅力ある商店街の形成に向けた方策について商工会など関係機関と検討を進めるとと

もに、住宅地の空洞化の原因となっている低・未利用地の利活用や、空き地・空き家の解消策など

について検討を進めます。 

■目指すべき都市の姿と全体構想（市街地の整備方針） 
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③幕別町高齢者保健福祉ビジョン２０１８ 

 「幕別町高齢者保健福祉ビジョン２０１８」は、幕別町が描く長寿福祉社会像の実

現に向けて、地域の実情に応じた体制の構築と計画的な施策を推進することを目的に、

現在策定作業が行われている。（計画期間：平成30年度から平成32年度までの3年間） 

 以下に、関連部分を抜粋する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■地域支え合いネットワークの構築 

■生活環境の整備 

■ひとり暮らし高齢者等への支援体制 
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④幕別町障がい者福祉計画・第 5 期幕別町障がい福祉計画・第 1 期幕別町障がい児福祉

計画 

 「幕別町障がい者福祉計画・第5期幕別町障がい福祉計画・第1期幕別町障がい児福

祉計画」は、障がいのある人が自立して暮らし、また、地域に住む人が、障がいの有

無や老若男女にかかわらす、ともに支えあうまちづくりを進めることを目的に、現在

策定作業が行われている。（計画期間：平成30年度から平成32年度までの3年間） 

 以下に、関連部分を抜粋する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■住宅、生活環境の整備 

■外出しやすい環境の整備 
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５．幕別町の住宅と住環境に関する課題 

 

（１）課題の整理 

 

①高齢者や障がい者、子育て世帯を含め、誰もが安心して生活できる住宅・住環境づく

り 

幕別町においては、近年人口の高齢化が進行しており、平成27年の国勢調査によ

ると、65歳以上の高齢者人口は約30％と総人口のほぼ3人に1人が高齢者となってい

る。「幕別町人口ビジョン（平成28年1月）」における将来推計によると、今後総人

口の減少が進む中においても、高齢化率は将来的にも30％台前半で安定的に推移し

ていくことと推計している。  

 

一方、近年策定された国および道の「住生活基本計画」、また、国および幕別町の

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、増加する高齢者への対応のみな

らず、子育て世帯へ配慮した環境づくりの必要性もあげられている。このような中、

幕別町においても、「マイホーム応援事業補助金」における子育て世帯に対する助

成の加算とともに、平成29年9月には住宅金融支援機構との協定のもと当該補助金利

用者を対象とした「フラット35－子育て支援型」の借入金利の引き下げなど、子育

て世帯の居住支援に向けた取り組みを進めているところである。  

 

今後とも、高齢者・障がい者や子育て世帯ほか、住宅の確保に配慮を必要とする世

帯への対応はもとより、誰もが安心して生活できるよう、住宅・住環境におけるユ

ニバーサルデザイン化とともに、高齢者や障がい者、子育て世帯なども安心して生

活できる住宅、各種生活支援サービスや施設の充実などを進めていく必要がある。  

 

 

②幕別町における定住を支える、良好な住宅・住環境づくり 

「幕別町人口ビジョン」の策定により、幕別町における中長期にわたる人口の将来

展望が示されたところである。これによると、平成27年国勢調査時点にて26,760人

であった人口が、平成52年には23,085人、平成72年には19,457人に減少することと

推計している。 

 

このような中、幕別町総合戦略においては、「人口減少対策と地域経済縮小の克服」

を大きな課題と据えており、住宅・住環境分野においてもこの課題への対応が求め

られている。  

一方、国の住生活基本計画にみられるように、今後の持続可能な社会の構築に向け

ては「持ち家の購入でゴール」といったいわゆる従来の「住宅すごろく」にとどま

らない、「社会的ストックとしての住宅」の利活用が望まれている。 

 

こうした動きを受け、近年、幕別町においては、今後増加の見込まれる空き家の有
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効活用に向けた「幕別町空き地・空き家バンク」の取り組みや、「幕別町住宅新築

リフォーム奨励金制度」の利用促進に向けた運用基準の見直しとともに、町外から

の転入世帯に対する支援（「フラット35－地域活性化型」の借入金利の引き下げ）

も進めているところである。  

 

今後ともこのような取組を進めながら、魅力ある住環境づくりや、国により提唱さ

れている「新たな住宅循環システム」も見据えたリフォーム支援や空き家の活用な

ど、幕別町において住み続けられるための住宅・住環境づくりを行うことが必要で

ある。 

 

 

③まちの個性や特性を踏まえた、魅力ある住宅・住環境づくり 

幕別町は、畑作・酪農などをまちの基幹産業とし、良好な自然に抱かれながら町民

の暮らしが営まれている。これら四季折々に美しい風景に彩られた豊かな環境は、大

切な地域の財産といえる。  

 

一方、幕別町は、古くから市街地を形成し、役場本庁舎が所在するなどまちの中心

機能を担う「幕別市街地」、札内川を挟み帯広市に隣接しており全町人口の約7割を

占める「札内市街地」、酪農を中心とした農業振興や道の駅などの観光・交流機能を

担っている「忠類市街地」と大きく3つに区分でき、それぞれの人口構成や住宅所有

特性も異なっている状況にある。 

 

このような中、総合戦略で述べられている「幕別町への人の流れ」の構築に向けて、

幕別町の自然や生活スタイルを体験できるよう、町内の宿泊ロッジを活用した「幕別

町おためし暮らし」住宅など移住促進の取り組みも行われている。  

 

今後ともこのような取組を進めながら、幕別町における良好な自然資源などを保

全・継承していくとともに、帯広・広尾自動車道－忠類ＩＣの供用によるアクセス利

便性の向上をインパクトとした移住・定住促進策の展開等、地区特性を十分に踏まえ

た魅力ある住宅・住環境づくりを行っていく必要がある。  

 

 

④中長期を見据えつつ短期的課題にも対応した、適正な公営住宅等の管理・運営 

幕別町においては、忠類白銀町団地や桂町東団地の全面的改善の後、現在は春日東

団地の建替事業に着手しているなど、公営住宅等の改善・建替事業を着実に進めてい

る状況である。  

 

しかし、町内には未だ耐用年限を経過した簡易耐火構造平屋建の住宅がみられると

ともに、特に近年は、建築後40年程度経過し老朽化が進行している中層耐火住宅に

おいて多くの要望が寄せられている状況にある。これら中層耐火住宅では、建設当初
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からの居住者も多く高齢化が進行しており、特に上層階に居住する高齢者の階段昇降

に伴う不安や、給排水管等設備面の老朽化による衛生面の懸念などの喫緊の課題が広

く認識されている。  

 

また、公営住宅等には、単身高齢者や子育て世帯も多く居住していることから、今

後の少子高齢社会が進行する中において、住宅セーフティネットとしての公営住宅等

の果たすべき役割は非常に重要であると考えられ、今後の公営住宅等の整備にあたっ

ては、居住水準の向上とともに、コスト面などの事業効果等も総合的に勘案し、幕別

町にとってふさわしい整備のあり方を検討していくことが求められている。  

 

このようなことを踏まえ、公営住宅等長寿命化計画の見直しを通して、公営住宅等

の中長期的な役割について十分に見据えつつも、短期的な課題へも対応しながら、良

質な住環境づくりを進めていく必要がある。  

 

 

●地区別の課題 

幕別本町地区、札内地区、忠類地区のそれぞれの地区における主な課題をまとめる。  

 

表 地区別の課題 

地区 現状 住宅・住環境に関する課題 

幕別本町地区 【まちの特性など】 

○役場をはじめ全町的な公共施設等が集積

立地しており、古くから幕別町の拠点機能

を担っている。  

 

【人口・世帯】 

○全町人口の約15％が居住している。  

○人口は経年的に減少傾向にあり、今後とも

減少が予想される。  

○高齢化率は、約40％と全町平均（約30％）

と比較して高く、札内地区・忠類地区と比

較して最も高くなっている。  

 

【住宅・住環境】 

○持ち家率は約73％とほぼ全町平均と同様

の割合であるが、公営住宅率が約14％と全

町平均（約10％）より高くなっている。  

○公営住宅等において、「南町旧」「緑町３」

「新緑町西」「新緑町東」では、全戸が耐

用年限を経過している。 

○今後とも全町の中心地

区として、定住人口の維

持・確保とともに、高齢

者等も安心して住み続け

られる環境が必要。 

 

 

【公営住宅等の役割】 

○定住人口の維持・確保、

高齢者等の安心居住に向

けた、良質な受け皿づく

りが必要。  
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札内地区 【まちの特性など】 

○帯広市に隣接する住宅需要の高い地区で

あることから、多くの宅地造成が行われて

おり、また広域道路沿道では大規模商業施

設の集積が進んでいる。 

 

【人口・世帯】 

○全町人口の約68％と多くが居住している。 

○人口は増加傾向にある。  

○高齢化率は、約26％と全町平均（約30％）

と比較して低く若年世代が多くなってい

る。 

 

【住宅・住環境】 

○持ち家率は約70％とほぼ全町平均と同様

の割合であるが、民営借家率が約20％と全

町平均（約15％）より高くなっている。  

○公営住宅等において、「泉町東」｢桂町東｣

では全戸が耐用年限を経過している（桂町

東は全戸が全面的改善済み）。  

「春日東」において、現在建替事業が行わ

れている。  

老朽化による不具合が発生している大規

模中耐団地（あかしや南）が立地している。 

○生活利便性を活かして、

多様な世代が集い、安心

して生活できる環境づく

りが必要。 

 

【公営住宅等の役割】 

○子育て世帯・高齢者世帯

などをはじめとした、多

様な世代に対応した受け

皿づくりが必要。  

忠類地区 【まちの特性など】 

○酪農を産業基盤とした、豊かな自然環境に

恵まれた地区である。近年、帯広・広尾自

動車道の供用により交通利便性が向上し

た。 

 

【人口・世帯】 

○全町人口の約6％が居住している。  

○人口は経年的に減少傾向にあり、今後とも

減少が予想される。  

○高齢化率は、約36％と全町平均（約30％）

と比較して高くなっている。  

 

【住宅・住環境】 

○持ち家率は約63％と、全町平均（約72％）

に比較して低くなっている。一方では、公

営住宅率は約27％と高くなっている。  

○民営借家率は4％程度と全町平均（約15％）

よりも低いが、近年増加がみられる。  

○公営住宅等において、「忠類白銀町団地」

では全戸が耐用年限を経過している（うち

16戸は全面的改善済み）。 

○自然環境に恵まれた潤

いある生活環境の中で、

誰もが安心して生活しつ

づけられる環境づくりが

必要。 

 

 

【公営住宅等の役割】 

○地域の定住を支える良

質な受け皿づくりが必

要。 
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６．幕別町の住宅施策 

 

（１）基本理念・基本目標 

 

平成25年3月に策定した当初の「幕別町住生活基本計画」においては、「誰もが健康

で安心して暮していける ゆたかでゆとりのある住生活の実現」を基本理念とし、それ

を支える基本目標として以下の3つを設定していた。 

○地区の特性を活かした多様性のある住まいづくり 

～多様化するニーズに応える選択制のある住まい 

○笑顔ゆきかう安らぎと安心のある住まいづくり 

～進行する高齢化に向けた住宅ストックの形成と活用 

○住民とともに創る持続可能な住環境づくり 

～住民と行政の協働による良質な住宅ストックの創出 

 

幕別町では、「第6期幕別町総合計画」や「幕別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

における基本目標なども踏まえ、さらなる人口減少や少子高齢化の進行等の社会経済状

況においても、恵まれた自然環境のなかで今後とも住み続けることのできる環境づくり

が重要と考えられる。 

このことから、基本理念・基本目標は下記のとおりとし、各種住宅施策の展開を図っ

ていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜幕別町住生活基本計画 基本理念＞ 

 

誰もが健康で安心して暮していける 

ゆたかでゆとりのある住生活の実現 

（基本目標） 

 

○地区の特性を活かした多様性のある住まいづくり 

○笑顔ゆきかう安らぎと安心のある住まいづくり 

○住民とともに創る持続可能な住環境づくり 
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（２）施策の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜施策の検討にあたっての視点＞ 

 

当初の「住生活基本計画（平成25年3月）」の策定後、国や北海道における「住

生活基本計画」の改定、また「第6期幕別町総合計画」や「幕別町人口ビジョン」、

「幕別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」などの新たな上位計画等を反映する

とともに、昨今の住宅・住環境を取り巻く状況変化等を踏まえて、施策の検討を

行った。 

なお、以下に示す「基本方針」及び「展開方針」については、当初計画の趣意

を受けて継続することとする。 

 

基本方針１ 良質で多様な住環境づくり 

展開方針①－魅力ある定住環境の創出 

今後とも幕別町における定住を促進していくため、以下に示す推進施策により、魅

力ある定住環境の創出を図っていく。  

 

＜推進施策＞ 

・「幕別町マイホーム応援事業」等の定住支援に向けた施策の展開 

・関連機関との連携による、町内へ転入する持ち家取得世帯への支援（フラット 35-地

域活性化型） 

・既存分譲宅地等を活用した持ち家需要への対応 

・地区計画制度などによる、魅力ある住環境の維持・保全 

・「幕別町空き地・空き家バンク」を活用した、空き地・空き家の流通促進 

展開方針②－良質な民間住宅づくり 

町内における定住を支える受け皿として、以下に示す推進施策により、持ち家・賃

貸住宅双方の民間住宅における良質な住宅づくりを推進していく。 

 

＜推進施策＞ 

・長期優良住宅制度等の活用促進 

・「きた住まいる制度」ほか、住まいに関する各種情報の発信・提供 

・官民の連携による、住宅に関する様々な相談に対応する体制の検討 

・様々な需要層に対応できる民間賃貸住宅づくりの支援の検討 

・「住宅新築リフォーム奨励金制度」等の活用による持ち家・民間賃貸住宅双方の整備

推進 
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基本方針２ 少子高齢社会等への対応 

展開方針①－子育て世帯に対応した住環境の整備 

次世代を担う子ども達が、幕別町においてすこやかに生活できるよう、以下に示す

推進施策により、子育て世帯に対応した住環境づくりを推進していく。 

 

＜推進施策＞ 

・「幕別町マイホーム応援事業」等を活用した子育て世帯への持ち家取得支援 

・関連機関との連携による、子育て世帯の持ち家取得等への支援（フラット 35-子育て

支援型） 

・賃貸住宅における優先入居ほか子育て支援策の検討 

・公園整備など、子どもが安心・安全に暮らせる環境づくりの検討 

・関連する計画等と連携した子育てしやすい環境づくり 

・公営住宅等における子育て世帯の優先入居等の検討 

展開方針②－高齢者や障がい者等が安心して生活できる住環境の整備 

高齢者や障がい者が住み慣れた地域でいつまでも安心して生活できるよう、以下に

示す推進施策により、高齢者や障がい者等が安心して生活できる住環境づくりを行っ

ていく。 

 

＜推進施策＞ 

・「幕別町地域福祉計画」・「高齢者保健福祉ビジョン２０１８」等と連携した高齢者等

が暮らしやすい住環境の実現 

・「地域包括支援センター」における、情報収集・提供及び相談体制の充実 

・既存の高齢者支援の取り組みの幅広い周知 

・福祉施策との連携による、高齢者や障がい者にとって安全かつ快適な住宅整備の検討 

・誰もが安心・安全に生活できるためのユニバーサルデザインの推進 

・公営住宅における多様な世帯が混在して生活できるコミュニティ形成の推進 

・サービス付き高齢者向け住宅の普及ほか、高齢期における様々な住宅ニーズへの対応 
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基本方針３ 住宅ストックの維持管理及び更新 

展開方針①－公営住宅等の維持管理及び更新 

幕別町における公営住宅等について、以下に示す推進施策により、各団地の適切な

整備・改善等を推進していく。  

 

＜推進施策＞ 

・「公営住宅等長寿命化計画」の改定 

・「公営住宅等長寿命化計画」に基づく教員住宅等の用地を活用した建替など、公営住

宅等の計画的・効果的な改善及び更新の推進 

・公営住宅等の改善等による居住水準の向上 

・空き家が増加している教員・職員住宅のあり方の検討 

展開方針②－住宅の耐震化・リフォーム等の促進 

地震等による被害の軽減とともに、既存ストックを活用した新たな住宅循環システ

ムも見据え、以下に示す推進施策により、住宅の耐震化・リフォーム等を進めていく。 

 

＜推進施策＞ 

・「木造戸建て住宅無料耐震診断」等の既存制度を活用した耐震診断の促進、耐震改修

支援の検討 

・「住宅新築リフォーム奨励金制度」等の活用によるリフォームの推進 

・町民への啓発・知識の普及 
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基本方針５ 環境との共生 

展開方針①－地域特性を踏まえた住まいづくり 

地域の気候や風土に配慮しながら、以下に示す推進施策により、地域特性を踏まえ

た幕別町らしい住宅・住環境づくりを行っていく。 

 

＜推進施策＞ 

・幕別町の地域特性や気候特性等に配慮した住まい、住環境づくりの検討 

・高気密・高断熱住宅の普及に向けた支援策の検討 

・地域材を活用した住まいづくりの推進 

・「おためし暮らし」住宅の活用ほか様々な移住促進策の検討 

展開方針②－自然環境への配慮 

地域の貴重な財産である自然資源の保全・継承の視点により、以下に示す推進施策

により、自然環境に配慮した住宅・住環境づくりを行っていく。 

 

＜推進施策＞ 

・「幕別町緑の基本計画（改訂）」等に基づく、緑地等の維持保全 

・農村部をはじめとした、豊かな自然資源や自然景観の保全への配慮 

・自然エネルギーの活用ほか、住まいづくりを通じた環境負荷低減への配慮 

基本方針４ まちづくりとの連動 

展開方針①－市街地整備等との連動 

広くまちづくりの視点を持ち、以下に示す推進施策により、市街地整備と連動した

住宅・住環境づくりを行っていく。 

 

＜推進施策＞ 

・市街地内の空き地・空き家の効果的な活用による、活気あるまちづくりの推進 

・ユニバーサルデザインに配慮したみちづくりなど、安心・安全な都市基盤づくり 

・防災・防犯面からの安全安心な住環境づくりの推進 

展開方針②－地域住民との協働・地域産業との連携 

行政のみならず地域住民や地域産業との連携・協働のもとに、以下に示す推進施策

により、良好な住宅・住環境づくりを行っていく。  

 

＜推進施策＞ 

・公園の維持管理や地域による子どもや高齢者の見守りなど、地域住民との協働による

住環境の向上 

・地域の事業者による地域における良質な住まいづくりの推進 

・生活利便性向上に向けた住生活関連の新たなビジネスの可能性の検討 
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幕別町の特性・現状 

 
○畑作・酪農を基幹産業として、美

しい自然に抱かれて暮らしが営

まれている 
○大きく「幕別市街地」「札内市街

地」「忠類市街地」の 3 つの市街

地を有している 
○近隣の拠点都市である帯広市と

は札内川を挟み隣接している 

○地区別に異なる住宅所有形態 
○人口ﾋﾞｼﾞｮﾝによると、総人口は 3

つの市街地ともに減少と推計。 

○高齢化の進展（H27：29％） 

○大規模な中耐公営住宅におけ

る課題の顕在化 

○ﾆｰｽﾞを踏まえた、持ち家・ﾘﾌｫｰ

ﾑ・移住支援制度の拡充・見直し 

ほか 

上位・関連計画 

 

○国・道の住生活基本計画 

  ・居住者、住宅ｽﾄｯｸ、産業・地

域からの視点 

  ・子育てへの配慮、ｽﾄｯｸの有

効活用、住み続けられる地

域づくり、ほか 

○第 6 期幕別町総合計画 

  ・移住・定住施策の推進 

  ・地域に即した安心して生活

できる住環境の整備、ほか 

○幕別町人口ビジョン 

  ・2060 年までの人口予測 

  ・各市街地ごとの人口の予測  

○幕別町まち・ひと・しごと創生総

合戦略 

  ・産業と雇用の場をつくる 

  ・十勝・幕別への人の流れを

つくる 

  ・結婚・出産・子育ての希望を

かなえる 

  ・安心・安全で快適な暮らしが

できるまちをつくる 

          ほか 

誰
も
が
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る 

ゆ
た
か
で
ゆ
と
り
あ
る
住
生
活
の
実
現 

 
①高齢者や障がい者、

子育て世帯を含め、

誰もが安心して生活

できる住宅・住環境

づくり 
 
 
 
②幕別町における定住

を支える、良好な住

宅・住環境づくり 
 
 
 
 
③まちの個性や特性を

踏まえた、魅力ある

住宅・住環境づくり 
 
 
 
④中長期を見据えつつ

短期的課題にも対応

した、適正な公営住

宅等の管理・運営 

○地区の特性を活か
した多様性のある
住まいづくり 

 
多様化するニーズに応

える選択制のある住ま

い 

○笑顔ゆきかう安ら
ぎと安心のある住
まいづくり 

 
進行する高齢化に向け

た住宅ストックの形成

と活用 

○住民とともに創る
持続可能な住環境
づくり 

 
住民と行政の協働によ

る良質な住宅ストック

の創出 

「 幕別 本 町 地区 」

「札内地区」「忠類

地区」が抱える課題 

住宅と住環境に 

関する課題 

基本目標 基本理念 

 

 
基本方針 展開方針 推進施策 

１ 
良質で多様
な住環境づ

くり 

①魅力ある定住環

境の創出 

・「幕別町マイホーム応援事業」等の定住支援に向けた施策の展開  

・関連機関との連携による、町内へ転入する持ち家取得世帯への支

援（フラット 35-地域活性化型） 

・既存分譲宅地等を活用した持ち家需要への対応  

・地区計画制度などによる、魅力ある住環境の維持・保全  

・「幕別町空き地・空き家バンク」を活用した、空き地・空き家の流通促

進  

② 良 質 な 民 間 住

宅づくり 

・長期優良住宅制度等の活用促進  

・「きた住まいる制度」ほか、住まいに関する各種情報の発信・提供  

・官民の連携による、住宅に関する様々な相談に対応する体制の検

討  

・様々な需要層に対応できる民間賃貸住宅づくりの支援の検討  

・「住宅新築リフォーム奨励金制度」等の活用による持ち家・民間賃貸

住宅双方の整備推進  

２ 
少子高齢社
会等への対

応 

①子育て世帯に対

応した住環境の整

備 

・「幕別町マイホーム応援事業」等を活用した子育て世帯への持ち家

取得支援  

・関連機関との連携による、子育て世帯の持ち家取得等への支援（フ

ラット 35-子育て支援型） 

・賃貸住宅における優先入居ほか子育て支援策の検討  

・公園整備など、子どもが安心・安全に暮らせる環境づくりの検討  

・関連する計画等と連携した子育てしやすい環境づくり 

・公営住宅等における子育て世帯の優先入居の検討  

② 高 齢 者 や 障 が

い者等が安心して

生活できる住環境

の整備 

・「幕別町地域福祉計画」・「高齢者保健福祉ビジョン２０１８」等と連携

した高齢者等が暮らしやすい住環境の実現  

・「地域包括支援センター」における、情報収集・提供及び相談体制

の充実  

・既存の高齢者支援の取り組みの幅広い周知  

・福祉施策との連携による、高齢者や障がい者にとって安全かつ快適

な住宅整備の検討  

・誰もが安心・安全に生活できるためのユニバーサルデザインの推進  

・公営住宅における多様な世帯が混在して生活できるコミュニティ形成

の推進  

・サービス付き高齢者向け住宅の普及ほか、高齢期における様々な住

宅ニーズへの対応  

３ 
住宅ストック
の維持管理
及び更新 

① 公 営 住 宅 の 維

持管理及び更新 

・「公営住宅等長寿命化計画」の改定  

・「公営住宅等長寿命化計画」に基づく教員住宅等の用地を活用した

建替など、公営住宅等の計画的・効果的な改善及び更新の推進  

・公営住宅等の改善等による居住水準の向上  

・空き家が増加している教員・職員住宅のあり方の検討 

②住宅の耐震化・

リフォーム等 の促

進 

・「木造戸建て住宅無料耐震診断」等の既存制度を活用した耐震診

断の促進、耐震改修支援の検討  

・「住宅新築リフォーム奨励金制度」等の活用によるリフォームの推進  

・町民への啓発・知識の普及 

４ 
まちづくりと

の連動 

①市街地整備等と

の連動 

・市街地内の空き地・空き家の効果的な活用による、活気あるまちづく

りの推進  

・ユニバーサルデザインに配慮したみちづくりなど、安心・安全な都市

基盤づくり 

・防災・防犯面からの安全安心な住環境づくりの推進 

②地域住民との協

働 ・地 域 産 業 との

連携 

・公園の維持管理や地域による子どもや高齢者の見守りなど、地域住

民との協働による住環境の向上  

・地域の事業者による地域における良質な住まいづくりの推進  

・生活利便性向上に向けた住生活関連の新たなビジネスの可能性の

検討  

５ 
環境との共

生 

①地域特性を踏ま

えた住まいづくり 

・幕別町の地域特性や気候特性等に配慮した住まい、住環境づくり

の検討  

・高気密・高断熱住宅の普及に向けた支援策の検討  

・地域材を活用した住まいづくりの推進  

・「おためし暮らし」住宅の活用ほか様々な移住促進策の検討 

② 自 然 環 境 へ の

配慮 

・「幕別町緑の基本計画（改訂）」等に基づく、緑地等の維持保全  

・農村部をはじめとした、豊かな自然資源や自然景観の保全への配慮  

・自然エネルギーの活用ほか、住まいづくりを通じた環境負荷低減へ

の配慮 
 

図 幕別町住生活基本計画 施策の体系 
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（３）地区別の施策展開 

幕別町住生活基本計画の基本理念である「誰もが健康で安心して暮らしていける ゆ

たかでゆとりある住生活の実現」を目指し、幕別町内の各地区において、それぞれの特

性を踏まえて重点的な展開が必要となる施策についてまとめる。 

 

①幕別本町地区 

役場本庁舎をはじめ高次な公共施設等の集積立地がみられる、古くから幕別町の拠点

的役割を担っている地区である。 

人口減少や高齢化が進行している状況であるが、今後とも全町の中心地区として、定

住人口の維持・確保とともに、高齢者等も安心して住み続けられる環境づくりを進めて

いくことが必要である。 

このため、以下に示す施策の展開などにより、空き地・空き家などの既存資源も効果

的に活用しながら、定住促進とともに、高齢者や子育て世帯も安心して生活できる居住

環境づくりを行っていく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②札内地区 

周辺の拠点都市である帯広市に近接し、新規宅地の供給にあわせて人口・世帯が増加

しており、商業など生活関連施設の集積も図られている利便性の高い地区である。 

今後とも、地区の特性である生活利便性を活かしながら、高い居住需要の受け皿とし

て、安心して住み続けられる居住の場の創出を進めていくことが必要である。 

このため、以下に示す施策の展開などにより、持ち家・借家とも子育て世帯や高齢者

などに対応した居住環境づくりを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【主な施策（幕別本町地区）】 

・「幕別町マイホーム応援事業」等の定住支援に向けた施策の展開 

・「幕別町空き地・空き家バンク」を活用した、空き地・空き家の流通促進 

・「公営住宅等長寿命化計画」に基づく公営住宅の計画的・効果的な改善及び

更新の推進 

・市街地内の空き地・空き家の効果的な活用による、活気あるまちづくりの推

進 

【主な施策（札内地区）】 

・「幕別町マイホーム応援事業」等の定住支援に向けた施策の展開 

・地区計画制度などによる、魅力ある住環境の維持・保全 

・「公営住宅等長寿命化計画」に基づく公営住宅の計画的・効果的な改善及び

更新の推進（教職員住宅等の用地を活用） 

・賃貸住宅における優先入居ほか子育て支援策の検討 
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③忠類地区 

自然環境に恵まれた酪農を産業基盤とした小規模な地区である。人口は減少傾向にあ

り、また、高齢化率も36％と高くなっている。 

今後とも誰もが住みなれた環境の中で住み続けられるよう、また、定住人口の維持・

確保により地区コミュニティの持続的な展開を図っていくことが必要である。 

このため、以下に示す施策の展開などにより、持ち家や民間賃貸住宅の建設の促進と

ともに、他の地区よりも高い割合で供給されている公営住宅等の適切な維持・管理を行

うなど、民間住宅・公的住宅の双方において定住のための受け皿づくりを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【主な施策（忠類地区）】 

・「幕別町マイホーム応援事業」等の定住支援に向けた施策の展開 

・「住宅新築リフォーム奨励金制度」等の活用による持ち家・民間賃貸住宅双

方の整備推進 

・「公営住宅等長寿命化計画」に基づく公営住宅の計画的・効果的な改善及び

更新の推進 
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（４）将来の住宅所有形態別世帯数の検討 

 

目標年次の公営住宅等世帯数等について、以下の段階を踏まえ推計を行う。 

まず国の「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 28 年 8 月改定）」にもとづいて

幕別町における公営住宅の施策対象となる世帯層の大枠を捉え（①）、次に「人口ビジ

ョン」をベースとした幕別町全体の住宅所有形態別世帯数を算出し（②）、最後に各市

街地ごとの居住特性に配慮した住宅所有形態別世帯数を推計する（③）こととする。 

 

①「国の策定指針（改定版）」をベースとした全町の公営住宅等の需要の検討 

 国の策定指針（改定版）にもとづき、国より配布されているストック推計プログラ

ムを使用し推計を行う。 

 これによる幕別町の将来世帯数の推計結果は、以下の通りとなり、本計画の計画期

間である平成 39 年（2027 年）の前後の世帯数の推計値をみると、平成 37 年（2025

年）では 10,301 世帯、平成 42 年（2030 年）では 9,956 世帯となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

幕別町 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年

総数 10,342 10,573 10,507 10,301 9,956 9,585 9,320

  20歳未満 24 16 13 11 9 9 7

  20～24歳 166 196 249 225 179 165 146
  25～29歳 378 316 343 437 393 314 292
  30～34歳 589 489 389 416 530 483 396
  35～39歳 779 711 570 454 482 609 563
  40～44歳 749 873 758 602 479 503 648
  45～49歳 911 880 987 857 684 548 600
  50～54歳 871 915 874 964 826 652 533
  55～59歳 1,035 882 918 869 956 819 669
  60～64歳 1,257 1,093 939 987 954 1,069 933
  65～69歳 1,040 1,243 1,059 904 947 917 1,028
  70～74歳 922 975 1,146 970 825 862 808
  75～79歳 769 809 855 1,006 842 710 723
  80～84歳 502 627 642 665 767 616 524
  85歳以上 350 548 766 936 1,082 1,308 1,449

世帯主
の年齢

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

表 世帯数の推計結果 



- 53 - 

同様に、上述プログラムによる、平成 37 年（2025 年）と平成 42 年（2030 年）に

おける幕別町の「公営住宅の施策対象世帯数」は、以下の様に推計される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位
0 241 354 486 705
～ ～ ～ ～ ～

241 366 486 705
１人 388 142 30 0 0 561
２人 330 133 60 0 0 524
３人 148 81 45 0 0 273
４人 66 56 75 3 0 200
５人 19 19 36 3 0 77

６人以上 12 5 6 2 0 25
合計 963 437 252 8 0 1,660

住宅の所有関係 世帯人員 合計

　借　　　　　家

【H37 年（2025 年）】 

←H37 

【H42 年（2030 年）】 

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位
0 238 350 479 696
～ ～ ～ ～ ～

238 366 479 696
１人 387 145 35 0 0 566
２人 314 128 61 0 0 502
３人 140 76 45 0 0 261
４人 61 51 73 3 0 188
５人 17 18 34 4 0 73

６人以上 12 5 6 2 0 25
合計 932 422 253 9 0 1,616

　借　　　　　家

住宅の所有関係 世帯人員 合計

←H42 

【H37 年（2025 年）】 

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位
0 241 354 486 705
～ ～ ～ ～ ～

241 354 486 705
195 0 0 0 0 195
205 0 0 0 0 205
137 0 0 0 0 137
66 8 0 0 0 73
19 9 0 0 0 27
12 5 0 0 0 17

634 21 0 0 0 655

６人以上

合計

１人
２人

世帯人員 合計

３人
４人
５人

←H37 

【H42 年（2030 年）】 

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位
0 238 350 479 696
～ ～ ～ ～ ～

238 350 479 696
197 0 0 0 0 197
197 0 0 0 0 197
132 0 0 0 0 132
61 8 0 0 0 69
17 9 0 0 0 26
12 5 0 0 0 18

617 22 0 0 0 639

３人
４人
５人

６人以上

合計

１人
２人

世帯人員 合計

←H42 

表 公営住宅施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満世帯数」 

表 公営住宅収入基準を満たす世帯のうち「公営住宅施策対象世帯数」 
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 これより、本計画の目標年次である平成 39 年（2027 年）の世帯数は、平成 37 年（2025

年）から平成 42 年（2030 年）への減少数から次の様に想定される。 

公営施策対象世帯数  

・H37 年から H42 までの減少数：1,660－1,616＝44 

・H39 年の世帯数：1,660－44／5×2 か年＝1,660－17.6＝1,642≒1,640 世帯 

著しい困窮年収未満世帯数  

・H37 年か H42 までの減少数：655－639＝16 

・H39 年の世帯数：655－16／5×2 か年＝649≒650 世帯 

平成 39 年 公営住宅収入基準を満たす世帯のうち「公営住宅施策対象世帯」:1,640 世帯 

平成 39 年 公営住宅の施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯」:650 世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、公営住宅対象世帯数等に関しては、策定指針によると以下のように記載され

ている。 

 

 

 

 

 

 

幕別町においては、公営借家等よりも多くの民間賃貸住宅が供給されている実情も

踏まえ、上述の施策対象需要を見通し、民間賃貸住宅との共存の視点も持ちながら適

正な戸数を供給していく。 

 

 

 

 

 

 

  

【策定指針より関連部分を抜粋】 

平成 39 年の公営住宅収入基準を満たす世帯のうち「公営住宅施策対象世帯」 

平成 39 年の 
公営住宅の施策対象世帯のうち 

「著しい困窮年収未満の世帯」 

1,640 世帯 

650 世帯 

図 公営住宅施策対象世帯等の概念 
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②幕別町全体における平成 39 年の住宅所有形態別世帯数 

１）平成 39 年における総人口 

「幕別町人口ビジョン（平成 28 年 1 月）」において、将来の幕別町の総人口は平成

37 年では 26,003 人、平成 42 年では 25,152 人と推計されていることから、平成 39

年の総人口は以下の様に想定される。 

・H37 年から H42 年までの減少数：26,003－25,152＝851 

・H39 年の総人口：26,003－851／5×2 か年＝26,003－340＝25,663≒25,660 人 

平成 39 年の総人口:25,660 人 

 

２）平成 39 年における一般世帯人員 

 幕別町の「総人口」に対する「一般世帯人員」の現況割合から、平成 39 年における

一般世帯人員は次の様に想定される。 

※一般世帯：総世帯から施設等に居住する世帯を除いた世帯 

・H27 年国勢調査における一般世帯人員／総人口：26,154／26,760＝0.98 

・H37 年の一般世帯人員：25,660×0.98＝25,147≒25,150 人 

 

３）平成 39 年における一般世帯数・主世帯数 

 国立社会保障・人口問題研究所によると、北海道の「一般世帯における平均世帯人

員」は平成 37 年で 2.07、平成 42 年で 2.05 と推計されている。 

 平成 39 年の「北海道の一般世帯当たりの人員」は、それらの中間値である 2.06 と

想定される。 

 「北海道の一般世帯当たりの人員（H27 年：2.13）」と「幕別町の一般世帯当たりの

人員（H27 年：2.40）」の割合は 1.13（2.40／2.13＝1.13）であることから、平成 39

年における幕別町の「一般世帯における平均世帯人員」は、2.33（2.06×1.13＝2.33）

と想定される。 

この結果より、幕別町における平成 39 年の一般世帯数は次の様に想定される。 

・一般世帯数：  25,150／2.33＝10,794≒10,790 世帯 

 

 また、幕別町における「一般世帯数」に対する「主世帯数」の現況（10,724／10,918

＝0.98）より、平成 39 年における幕別町の主世帯数は次の様に想定される。 

※主世帯：持ち家・公営借家等・民営借家・給与住宅に居住する世帯 

・主世帯数：10,790×0.98＝10,574≒10,570 世帯 

平成 39 年の主世帯数:10,570 世帯 

 

４）平成 39 年における幕別町の住宅所有関係別世帯数 

 幕別町における住宅所有形態別内訳の現況（平成 27 年）は、以下の通りである。 

 

 

 

  

表 幕別町の住宅所有形態別世帯数の内訳（H27 国勢調査） 

項目 実数（世帯） 割合
主世帯 10,724 100.0%
　　持ち家 7,812 72.8%
　　公営借家等 1,078 10.1%
　　民営借家 1,659 15.5%
　　給与住宅 175 1.6%
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 今後 10 年程度は現状の所有形態割合は大きな変化はないものと想定すると、幕別町の住

宅所有形態別世帯数は次の様に想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、公営借家等管理戸数については、今後の円滑な建替事業の推進や住宅セーフ

ティネットとしての役割を踏まえ、上述した世帯数に若干の余裕を考慮して目標管理

戸数の設定を行う。 

 

 

③「人口ビジョン」をベースとした地区ごとの公営借家等世帯数の検討 

「人口ビジョン」においては、各市街地ごとの人口は次の様に推計されている。 

 

 

 

 

 

 

 

１）平成 39 年における各市街地の人口 

 平成 37 年と平成 42 年の各市街地における人口の減少数から、平成 39 年度の人口は

次の様に想定される 

幕別市街地  

・H37 年から H42 年までの減少数：3,616－3,375＝241 

・H39 年の人口：3,616－241／5×2 か年＝3,616－96＝3,520 人 

札内市街地  

・H37 年から H42 年までの減少数：18,176－17,809＝367 

・H39 年の人口：18,176－367／5×2 か年＝18,176－147＝18,029≒18,030 人 

忠類市街地  

・H37 年から H42 年までの減少数：1,009－956＝53 

・H39 年の人口：1,009－53／5×2 か年＝1,009－21＝988≒990 人 

平成 39 年の幕別市街地の人口:3,520 人 

平成 39 年の札内市街地の人口:18,030 人 

平成 39 年の忠類市街地の人口:990 人   

表 市街地ごとの人口 

年次 幕別市街地 札内市街地 忠類市街地

H37年（2025年） 3,616 18,176 1,009

H42年（2030年） 3,375 17,809 956

表 幕別町の平成 39 年における住宅所有形態別世帯数の内訳 

項目 割合 割合

主世帯 100.0% 主世帯 10,570 程度 100.0%
　　持ち家 72.8% 　　持ち家 7,695 程度 72.8%
　　公営借家等 10.1% 　　公営借家等 1,065 程度 10.1%
　　民営借家 15.5% 　　民営借家 1,640 程度 15.5%
　　給与住宅 1.6% 　　給与住宅 170 程度 1.6%

実数（世帯）

現況値
（平成27年国勢調査） 平成39年
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２）平成 39 年における各市街地の一般世帯人員 

 各市街地における「人口」に対する「一般世帯人員」の現況（平成 27 年）は、以下

の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 上記より、平成 39 年における各市街地の一般世帯人員は次の様に想定される。 

・幕別市街地の一般世帯人員：3,520 人×0.98＝≒3,450 人 

・札内市街地の一般世帯人員：18,030 人×0.98＝17,669≒17,670 人 

・忠類市街地の一般世帯人員：990 人×0.97≒960 人 

 

３）平成 39 年における各市街地の一般世帯数 

 国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計値より、前述同様、平成 39 年の北

海道の「一般世帯の一世帯当たり人員」は 2.06 と想定される。 

 

 一方、幕別町の各市街地の「一般世帯の一世帯当たり人員」の将来値は、北海道の

現況値（平成 27 年）との割合から、以下のように想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 上述の結果より、平成 39 年における幕別町の各市街地の「一般世帯数」は次の様に

想定される。 

・幕別市街地の一般世帯数：3,450 人／2.12＝1,627≒1,630 世帯 

・札内市街地の一般世帯数：17,670 人／2.33＝7,584≒7,580 世帯 

・忠類市街地の一般世帯数：960 人／1.92＝500 世帯 

  

表 一般世帯の平均世帯人員 

表 各市街地の人口と一般世帯人員（H27 国勢調査） 

項目 幕別市街地 札内市街地 忠類市街地

人口 3,881 18,215 1,089

一般世帯人員 3,820 17,868 1,060

一般世帯人員／人口 0.98 0.98 0.97

北海道 幕別市街地 札内市街地 忠類市街地

2.13 2.19 2.40 1.99

北海道値との割合 1.00 1.03 1.13 0.93

2.06 2.12 2.33 1.92

（上記結果より）

年次

平成27年（国勢調査）

平成39年
（H27年の北海道との割合から算出）
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４）平成 39 年における各市街地の主世帯数 

 各市街地における「一般世帯数」に対する「主世帯数」の現況（平成 27 年国勢調査）

は、以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 上記の割合より、平成 39 年における幕別町の各市街地の「主世帯数」は次の様に想

定される。 

・幕別市街地の主世帯数：1,630 世帯×0.98＝1,597≒1.600 世帯 

・札内市街地の主世帯数：7,580 世帯×0.98＝7,428≒7,430 世帯 

・忠類市街地の主世帯数：500 世帯×0.99＝495≒500 世帯 

平成 39 年の幕別市街地の主世帯数:1,600 世帯 

平成 39 年の札内市街地の主世帯数:7,430 世帯 

平成 39 年の忠類市街地の主世帯数:500 世帯 

 

５）平成 39 年における各市街地の公営借家等世帯数 

 各市街地における「主世帯数」に対する「公営借家等世帯数」の現況割合（平成 27

年国勢調査）は、以下の通りである。 

・幕別市街地：公営借家等世帯数／主世帯数＝250／1,709＝14.6％ 

・札内市街地：公営借家等世帯数／主世帯数＝624／7,325＝8.5％ 

・忠類市街地：公営借家等世帯数／主世帯数＝186／526＝35.4％ 

 

 今後 10 年程度は現状の所有形態割合から大きな変化はないものと想定すると、各市

街地における平成 39 年の公営借家等世帯数は次の様に想定される。 

・幕別市街地：H39 の主世帯数×14.6％＝1,600×14.6％＝234≒235 世帯 

・札内市街地：H39 の主世帯数×8.5％＝7,430×8.5％＝632≒630 世帯 

・忠類市街地：H39 の主世帯数×35.4％＝500×35.4％177≒175 世帯 

平成 39 年の幕別市街地の公営借家等世帯数:235 世帯 

平成 39 年の札内市街地の公営借家等世帯数:630 世帯 

平成 39 年の忠類市街地の公営借家等世帯数:175 世帯 

 

 なお、公営住宅等の管理戸数については、幕別町全体における公営借家等戸数の考

え方と同様、今後の円滑な建替事業等の推進や住宅セーフティネットとしての役割、

また、市街地以外の農村地域における公的住宅の確保、また、特に民営借家割合が低

い忠類市街地における持続的な地域づくりを支える賃貸住宅の受け皿としての役割等

も踏まえ、地域の実情に応じた適切なストック量を確保していく。 

  

表 各市街地の一般世帯数と主世帯数（平成 27 国勢調査） 

項目 幕別市街地 札内市街地 忠類市街地
一般世帯数 1,742 7,437 533
主世帯数 1,709 7,325 526
主世帯数／一般世帯数 0.98 0.98 0.99
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７．施策の実現に向けて 

 

 本計画を実現していくためには、計画の策定主体である幕別町のみならず、住民や住

宅関連事業者・関連団体等が相互に連携して総合的に進めていくことが必要といえる。  

 

（１）住民及び住民団体・民間事業者との連携 

住宅施策は住民の生活と密接に関わっていることから、住民の要望を的確に捉えた

施策の実施が必要である。また、各種施策の実施にあたっては、住民の幅広い理解と

協力が不可欠といえる。 

このようなことから、住民等の要望の把握や、必要とされている情報が容易に得ら

れるようにすることなど、住民及び住民団体等との連携に努めていくことが必要とな

る。 

また、様々な住宅を取り巻く課題に対応していくため、近年のサービス付き高齢者

向け住宅の立地にみられる様に、住民のみならず、地域における工務店や建設関連団

体ほか幅広い主体の参画・連携により、効率的な事業展開を行っていくことも必要と

なる。 

 

（２）関係機関・民間団体等との連携 

①国及び国の機関等 

住生活基本法ほか住宅と密接に関係する各種法律や種々の大綱・方針等は国の

住宅政策の基本をなすものであり、これらに関する動向を十分に踏まえるととも

に、各事業実施に際しては、交付金や補助金の効果的な活用を図っていくことが

必要となる。 

 

②北海道 

北海道の住宅施策のあり方等についてまとめられた「北海道住生活基本計画」

や関連する計画や事業の動向を十分に踏まえるとともに、各事業実施に際して、

交付金や補助金の効果的な活用を図っていくことが必要となる。 

 

③近隣自治体 

各種施策のうち、近隣自治体と一体となって取り組むことが必要な施策におい

ては、北海道等の指導のもと近隣自治体との連携を図り適切に推進していくこと

が必要となる。 

 

④民間団体 

各種施策の推進に向け、専門家等の協力・連携により効果的な展開が見込まれ

る場合などは、適宜これらの団体や人材との連携を図っていくことが必要となる。 

 

（３）庁内関係部局との連携 

昨今策定された、「幕別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「幕別町人口ビジ
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ョン」、また、「幕別町公共施設等総合管理計画」などの上位計画における目的や方針

などを踏まえ、住宅・住生活分野の施策展開を図っていくことが必要となる。  

なお、住宅施策の実現にあたっては、その範囲が広範かつ多岐にわたるものである

ことから、関係する各部局との連携のもと、一体的・総合的に取り組んでいくことが

必要となる。  
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幕別町住生活基本計画等策定委員会 

要綱・策定経緯等 
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■幕別町住生活基本計画策定委員会要綱 
 

 (設 置) 

第１条 幕別町住生活基本計画及び幕別町公営住宅等長寿命化計画(以下「計画」という。)

の見直しのため、幕別町住生活基本計画等策定委員会(以下｢委員会｣という。)を設置す

る。 

(所掌事務) 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

 (1) 住生活基本計画における住生活の安定確保に係る施策の見直しに関すること。 

 (2) 住生活基本計画における住生活の向上の促進に係る施策の見直しに関すること。 

 (3) 公営住宅等長寿命化計画における公営住宅の改善・建替等の活用方針・事業計画の

見直しに関すること。 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、計画の見直しに必要な事項に関すること。 

(組 織) 

第３条 委員会は、別表１に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。 

 ２ 委員会に委員長をおき、委員長は建設部長をもって充てる。 

 ３ 委員会は、委員のほかオブザーバーを若干名置くことができる。 

 (委員長の職務) 

第４条 委員長は委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

 ２ 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がそ

の職務を代理する。 

 (会 議) 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

 (意見等の聴取) 

第６条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは委員以外の者に出席を求め、

その説明又は意見を聞くことができる。 

 (作業部会) 

第７条 委員会に作業部会を置く。 

 ２ 作業部会は、別表２に掲げる職にある者(以下「部会員」という。)をもって組織す

る。 

 ３ 作業部会は、委員会に提案すべき見直し案について調査及び検討を行うものとする。 

 ４ 作業部会の部会長は、建設部都市計画課長をもって充てる。 

 ５ 部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、その議長となる。 

 ６ 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、部会員のうちから部会長があらかじめ

指名する者がその職務を代理する。 

 ７ 作業部会は、部会員のほかオブザーバーを若干名置くことができる。 

 (事務局) 

第８条 委員会に事務局を置く。 

 ２ 事務局は、建設部都市計画課に置く。 

 (その他) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営について必要な事項は、

委員長が会議に諮って定める。 

 

附 則 

 (施行期日) 

１ この要綱は、平成 29 年 9 月 1 日から施行する。 

 (要綱の失効) 

２ この要綱は、第２条に規定する所掌事務が終了した日限り、その効力を失う。  
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別表１(第３条関係) 

役 職 所属・職名 

委員長 建設部長 

委 員 企画総務部政策推進課長 

〃 住民福祉部住民生活課長 

〃 住民福祉部保健課長 

〃 住民福祉部福祉課長 

〃 住民福祉部こども課長 

〃 住民福祉部防災環境課長 

〃 経済部商工観光課長 

〃 建設部都市計画課長 

〃 忠類総合支所地域振興課長 

〃 忠類総合支所経済建設課長 

〃 忠類総合支所保健福祉課長 

〃 教育委員会学校教育課長 

 

 

 

■幕別町住生活基本計画等策定委員会などの経緯 

 

年月日 内容 備考 

平成 29 年 10 月 10 日 
第 1 回幕別町住生活基本計画等策定委員

会開催 
 

平成 29 年 12 月 20 日 
第 2 回幕別町住生活基本計画等策定委員

会開催 
 

平成 30 年●月●日 

   ～●月●日 
原案に関するパブリックコメント 

●日間 

意見の件数：●件 
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